
東久留米市訓令乙第１２１号 

 

令和５年度第３次東久留米市介護サービス事業所等における新型コロナウイルス感染症

に係るＰＣＲ検査等経費補助事業実施要綱を次のように定める。 

 

  令和５年１２月１１日 

 

東久留米市長 富 田 竜 馬 

 

   令和５年度第３次東久留米市介護サービス事業所等における新型コロナウイルス感

染症に係るＰＣＲ検査等経費補助事業実施要綱 

（目的） 

第１ この要綱は、新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイルス属のコロ

ナウイルス（令和２年１月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染す

る能力を有することが新たに報告されたものに限る。）である感染症をいう。以下同じ。）

の感染拡大を受け、重症化するリスクの高い者の集団で形成される東久留米市内（以下

「市内」という。）の介護サービス事業所等（以下「事業所等」という。）の従事者、利用

者及びそれらの同居家族等が、ＰＣＲ検査等で陽性又は濃厚接触者と判定された場合に、

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号。

以下「感染症法」という。）第１５条に基づく調査として実施されるＰＣＲ検査の対象外

となる事業所等の従事者等に対し、ＰＣＲ検査を行う経費等を補助することで、早期に感

染の状況を把握し、措置を講じることにより、当該感染症の感染拡大防止を図るとともに、

事業所等への効果的な支援を行うことを目的とする。 

（補助対象者） 

第２ この補助金の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号のいずれに

も該当する事業者とする。 

（１） 東京都知事又は東久留米市長（以下「市長」という。）から、別表第１に掲げる

介護サービスの指定又は許可を受けた事業所等を市内に有していること。 

（２） 前号に規定する事業所等の従事者、利用者及びそれらの同居家族等が、新型コロ

ナウイルス感染症の陽性者又は濃厚接触者と判定されていること。 

（補助対象事業） 

第３ 補助の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、令和５年１２月１日か

ら令和６年３月３１日までの間に、補助対象者が運営する第２に掲げる事業所等の従事

者及び利用者（訪問系事業者等は、従事者に限る。）に、ＰＣＲ検査を受検させる事業と

する。ただし、感染症法第１５条に基づく調査として実施される検査を除く。 

（補助対象経費） 



第４ 補助金の対象となる経費は、別表第２に掲げるとおりとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が交付する他の補助金、給付金等の対象

経費として計上している経費は、補助金の対象としない。 

（補助金額） 

第５ この補助金は、１事業所等につき、予算の範囲内で、別表第２に掲げる補助対象経費

ごとに算出して合算した額（１,０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。）

を交付するものとする。 

（補助金の交付申請） 

第６ 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、令和５年度第３次

東久留米市介護サービス事業所等における新型コロナウイルス感染症に係るＰＣＲ検査

等経費補助事業交付申請書兼請求書（様式第１号）に必要な書類を添えて、別に定める日

までに市長に提出しなければならない。 

（交付決定及び通知等） 

第７ 市長は、第６の規定による補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等

の内容を審査し、適当と認めた場合は、補助金の交付を決定し、令和５年度第３次東久留

米市介護サービス事業所等における新型コロナウイルス感染症に係るＰＣＲ検査等経費

補助事業交付決定通知書（様式第２号）により申請者に通知し、補助金を交付するものと

する。 

２ 市長は、前項の規定による補助金の交付の決定に際し、必要と認める条件を付すことが

できる。 

３ 市長は、第１項の審査の結果、補助金の不交付を決定したときは、令和５年度第３次東

久留米市介護サービス事業所等における新型コロナウイルス感染症に係るＰＣＲ検査等

経費補助事業不交付決定通知書（様式第３号）により申請者に通知するものとする。 

（補助金の変更交付申請等） 

第８ 第７第１項の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下「交付決定事業者」とい

う。）は、この補助金の交付の決定後の事情の変更により申請の内容を変更して交付申請

等を行う場合は、令和５年度第３次東久留米市介護サービス事業所等における新型コロ

ナウイルス感染症に係るＰＣＲ検査等経費補助事業変更交付申請書兼請求書（様式第４

号）に必要な書類を添えて、別に定める日までに市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による変更申請があったときは、その内容を審査し、適当と認める

場合は、変更交付決定し、令和５年度第３次東久留米市介護サービス事業所等における新

型コロナウイルス感染症に係るＰＣＲ検査等経費補助事業変更交付決定通知書（様式第

５号）により、交付決定事業者に通知するものとする。 

３ 市長は、第１項の規定による審査の結果、不適当と認めるときは、令和５年度第３次東

久留米市介護サービス事業所等における新型コロナウイルス感染症に係るＰＣＲ検査等

経費補助事業変更不交付決定通知書（様式第６号）により、交付決定事業者に通知するも



のとする。 

（交付決定の取消し等） 

第９ 市長は、交付決定事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決

定の全部又は一部を取り消し、令和５年度第３次東久留米市介護サービス事業所等にお

ける新型コロナウイルス感染症に係るＰＣＲ検査等経費補助事業交付決定取消通知書

（様式第７号）により、交付決定事業者に通知するものとする。 

（１） 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。 

（２） 補助金を第４に定める補助対象経費以外の用途に使用したとき。 

（３） 補助金の交付決定の内容又はこの要綱等の規定若しくは付した条件に違反した

とき。 

２ 前項の規定は、交付すべき補助金の額を確定した後においても適用する。 

 （実績報告） 

第１０ 交付決定事業者は、補助対象事業が完了したとき、又は補助金の交付決定をした会

計年度が終了したときは、別に定める日までに、令和５年度第３次東久留米市介護サービ

ス事業所等における新型コロナウイルス感染症に係るＰＣＲ検査等経費補助事業実績報

告書（様式第８号）に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

（補助金額の確定） 

第１１ 市長は、第１０の規定による実績報告を受けた場合は、当該報告に係る書類の審査

及び必要に応じて実地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決

定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金額を確定し、

令和５年度第３次東久留米市介護サービス事業所等における新型コロナウイルス感染症

に係るＰＣＲ検査等経費補助事業補助金額確定通知書（様式第９号）により、交付決定事

業者に通知するものとする。 

（補助金の返還） 

第１２ 交付決定事業者は、第９の規定により補助金の交付決定を取り消された場合にお

いて、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、市長が別に定

める期限までに、当該補助金を返還しなければならない。 

２ 交付決定事業者は、第１１の規定により補助金額が確定した場合において、既にその額

を超える補助金が交付されているときは、市長が別に定める期限までに、当該補助金を返

還しなければならない。 

（消費税仕入控除税額の報告） 

第１３ 交付決定事業者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金

に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合（仕入控除税額が０円

の場合を含む。）には、速やかに当該仕入控除税額を市長に報告しなければならない。 

２ 前項の規定による報告については、令和５年度東久留米市介護サービス事業所等にお

ける新型コロナウイルス感染症に係るＰＣＲ検査等経費補助事業実施要綱（令和５年東



久留米市訓令乙第８５号。以下「第１次要綱」という。）第１３第１項から第３項までの

規定を準用する。この場合において、第１次要綱様式第１０号中「令和５年度」とあるの

は「令和５年度第３次」と読み替えるものとする。 

３ 交付決定事業者は、前項の規定により報告をする場合は、第１次要綱及び本要綱に係る

報告額を合算して報告するものとする。 

（関係書類の整備保管） 

第１４ 交付決定事業者は、当該補助金及び補助対象事業に係る経費の収入及び支出の状

況を明らかにした書類及び帳簿等並びに領収書等を整備し、当該補助対象事業の完了し

た年度の翌年度から起算して５年間これらを保存しておかなければならない。ただし、市

長が必要と認める場合は、この期間を延長することができる。 

（交付決定等に係る調査） 

第１５ 市長は、この要綱による補助金に関し必要と認めるときは、交付決定事業者に対し

報告を求め、又は調査することができる。 

２ 交付決定事業者は、前項の調査に協力しなければならない。 

（委任） 

第１６ この要綱及び東久留米市補助金交付規則（昭和４７年東久留米市規則第９号）に定

めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   付 則 

１ この訓令は、令和５年１２月１１日から施行し、同年１２月１日から適用する。 

２ この訓令は、令和６年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、その時までに行った

補助金の交付の決定に対する第９から第１５までの規定は、その時以後も、なおその効力

を有する。 

 

  



別表第１（第２関係） 

介護サービス事業所等 検査対象者 

・短期入所生活介護（介護予防含む。） 

・短期入所療養生活介護（介護予防含む。） 

・通所介護 

・地域密着型通所介護 

・認知症対応型通所介護（介護予防含む。） 

・小規模多機能型居宅介護（介護予防含む。） 

・看護小規模多機能型居宅介護 

・通所リハビリテーション（介護予防含む。） 

・第１号通所事業 

従事者、利用者 

・認知症対応型共同生活介護（介護予防含む。） 

・地域密着型特定施設入居者生活介護（介護予防含む。） 
利用者 

・訪問介護 

・訪問看護（介護予防含む。） 

・訪問リハビリテーション（介護予防含む。） 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

・第１号訪問事業 

従事者 

 

 

  



別表第２（第４、第５関係） 

補助対象経費 補助金額 

（１）ＰＣＲ検査費用 ＰＣＲ検査１件につき、検査に要した費用と２０,００

０円のいずれか低い額 

令和５年１２月１日から令和６年３月３１日までの期

間中に検査に要した費用の上限は１人当たり２０，００

０円を上限とする。 

（２）ＰＣＲ検査実施手数料 

※医療機関が検査を実施

した場合に限る 

１事業所等当たりのＰＣＲ検査実施手数料と下記の額

のいずれか低い額 

①ＰＣＲ検査実施人数が１人から２５人までの場合 

 １０,０００円 

②ＰＣＲ検査実施人数が２６人から５０人までの場合 

 ２０,０００円 

③ＰＣＲ検査実施人数が５１人から７５人までの場合 

 ３０,０００円 

④ＰＣＲ検査実施人数が７６人以上の場合 

 ４０,０００円 

（３）鼻咽頭ぬぐい液採取手

数料 

 ※医療機関の医師又は看

護師等が、直接鼻咽頭ぬ

ぐい液採取を実施した

場合に限る 

１事業所等当たりの鼻咽頭ぬぐい液採取手数料と３０,

０００円のいずれか低い額 

（４）新型コロナウイルス感

染症陽性者指導料 

 ※医療機関の医師が指導

を実施した場合に限る 

陽性者に対し、感染拡大防止のための指導に要した費用

と４,０００円のいずれか低い額 

 


